
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に関する事前開示書面 
（会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める事前備置書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月26日 

株式会社パイロットコーポレーション 
  



2021年4月26日 

 

東京都中央区京橋二丁目６番２１号 

株式会社パイロットコーポレーション 

代表取締役  伊藤 秀 

 

当社は、パイロットインキ株式会社（以下「分割会社」という）との間で、2021年7月1

日を効力発生日として、分割会社が運営する玩具事業を当社が承継する吸収分割（以下

「本件分割」という）を行うこととしました。 

本件分割に関する会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく開示事項は下

記のとおりです。尚、本件分割は、会社法第796条第2項に定める簡易分割となります。 

 

記 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第794条第1項） 

別紙1のとおりです。 

 

2. 本件分割の対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第192条第1号） 

本件分割に際して、当社は分割会社に株式その他の金銭等を交付しません。また、分割

会社において資本金及び準備金の額は変動しません。 

 

3. 分割会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第192条第4号） 

（１）分割会社の 終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙2のとおりです。 

（２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３） 終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はありません。 

 

4. 承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第192条第6号） 

承継会社において 終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はありません。 

 

5. 承継会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第192条第7号） 

当社の2020年12月31日現在の貸借対照表における資産の額は88,500百万円、負債の

額は26,175百万円、純資産の額は62,324百万円です。本件分割により、当社が分割会

社から承継する資産の額は321百万円、負債の額は60百万円となる見込みであり、当

社は分割会社に株式その他の金銭等を交付しません。また、本件分割の効力発生日ま

でに当社の資産及び負債の状態に重大な変動を生じる事態は現在のところ予測されて

おりません。 

従って、本件分割後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであ

り、当社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みても、当社が分割会社から承継す

る債務については、本件分割の効力発生日以後においても履行の見込みがあると判断

しております。 

 

以上 

  



別紙1 分割契約書 

 

分割契約書 
 

株式会社パイロットコーポレーション（東京都中央区京橋二丁目６番２１号、以下「承

継会社」という。）と、パイロットインキ株式会社（愛知県名古屋市昭和区緑町三丁目１

７番地、以下「分割会社」という。）は、分割会社の玩具事業（以下「対象部門」とい

う。）に関する事業（以下「本件事業」という。）を吸収分割により承継会社に承継させ

ること（以下「本件会社分割」という。）に関し、つぎのとおり契約（以下「本契約」と

いう。）を締結する。 
 

第１条（分割の方法） 

分割会社は本件事業を分割し、承継会社はこれを承継する。 

２．本件会社分割は、承継会社にあっては会社法第796条2項の規定に基づき、会社法第

795条1項に定める株主総会の承認を受けない簡易吸収分割の手続きにより、又、分割

会社にあっては会社法第784条1項の規定に基づき、会社法第783条1項に定める株主総

会の承認を受けない略式吸収分割の手続きにより行われるものとする。 
 

第２条（分割対価の交付） 

承継会社は、本件会社分割により承継する権利義務に代わる対価としての株式その

他の金銭等を分割会社に交付しない。 
 

第３条（承継する権利義務） 

第５条に定める効力発生日において、承継会社が分割会社から承継する権利義務は、

別紙１「承継権利義務明細表」のとおりとする。 

２．前項に関わらず、資産、負債及び権利義務の移転につき、法令又は関係官庁の承認

が得られないなどの理由により承継ができない場合は、これを承継しないものとする。

また承継する契約及びこれに基づく権利義務に関して、各々の契約の定めに基づく契

約の履行義務において支障がある場合は、分割会社と承継会社で協議してその処置を

決定する。 

３．分割会社から承継会社への債務の承継については、免責的債務引受の方法による。 
 

第４条（登記、登録、通知等） 

分割会社及び承継会社は、第５条に定める効力発生日後遅滞なく、本件会社分割又

は前条の規定により承継される資産に関し、必要な登記、登録、通知等の手続を行う。 

２．前項の手続に要する登録免許税その他の費用は、承継会社の負担とする。 
 

第５条（効力発生日） 

本件会社分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2021年7

月1日とする。ただし、手続の進行に応じて必要あるときは、分割会社と承継会社で

協議のうえ、これを変更することができる。 

 

第６条（善管注意義務） 

本契約締結以降、効力発生日に至るまでの間、分割会社は本件事業について、又、

承継会社はその事業について、善良なる管理者の注意をもって業務の執行及び管理を

行い、これらの事業に属する財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、

予め相手方と協議のうえこれを実行する。 

 



第７条（競業の禁止） 

分割会社は、本件会社分割の効力発生日以後においては、本件事業と競合する事業

を行うことはできないものとする。 

 

第８条（変更及び解除） 

本契約締結以降、効力発生日に至るまでの間において、不可抗力その他の事由によ

り、分割会社又は承継会社の財務状態若しくは経営状態に著しい変動を生じたとき、

あるいは本件会社分割の目的を達成できないと認められる相当の事由があるときは、

分割会社と承継会社は協議のうえ、本契約を変更又は解除することができる。 

 

第９条（規定外事項） 

本契約に定めるもののほか、本件会社分割に必要な事項は、本契約の趣旨に則り分

割会社と承継会社で協議のうえこれを決定する。 

 

本契約締結の証として本書２通を作成し、分割会社及び承継会社は記名押印のうえ各１

通を保有する。 

 

２０２１年４月２６日 

 

承継会社 

東京都中央区京橋二丁目６番２１号 

株式会社パイロットコーポレーション 

代表取締役  伊藤 秀 

 

 

分割会社 

愛知県名古屋市昭和区緑町三丁目１７番地 

パイロットインキ株式会社 

代表取締役  荒木 敏男 

 

  



別紙１ 

承継権利義務明細表 

 

承継会社が分割会社から承継する権利義務は、効力発生日において本件事業に属するつ

ぎに記載する権利義務とする。承継する権利義務のうち資産及び負債については、２０２

０年１２月３１日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日

までの増減を加除したうえで確定する。 

 

（１）承継する資産及び負債 

効力発生日における本件事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務。

但し、つぎに掲げるものは除く。 

①現金及び預金 

②土地 

③対象部門が分割会社の他の組織（以下「他部門」という）と共同で使用する建物、

構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具、什器備品、ソフトウエアその他の資産

であって、他部門が主な使用者であるもの 

④売掛金、未収入金、立替金及び買掛金、未払費用、預り金 

⑤受取手形（電子記録債権を含む）及び支払手形（電子記録債務を含む） 

⑥貸倒引当金 

⑦敷金、保証金 

⑧租税債権債務 

 

（２）承継する知的財産権 

  承継会社が分割会社から承継する知的財産権は、分割会社が保有する、もっぱら本

件事業に属する特許権、実用新案権、意匠権及び商標権のうち承継可能なもの、並び

にもっぱら本件事業に属する技術ノウハウ及び著作権とする。 

 

（３）承継する契約関係 

分割会社が締結している本件事業に関する契約上の地位及びこれらの契約に付随関

連する権利義務。但し、承継会社に承継されない資産又は負債に関する契約を除く。

尚、承継会社及び分割会社は協議のうえ、当該契約上の地位及び当該契約に基づく権

利義務を承継対象権利義務から除外することを合意できるものとする。 

 

（４）承継する雇用契約等 

承継会社は、効力発生日において本件事業に主として従事する分割会社の労働者のうち、

本契約締結日までに承継に同意している者（転籍を希望する者）にかかる分割会社との間

の契約上の地位及びこれらに基づく権利義務を承継する。また、承継に同意していない者

（転籍を希望しない者）と分割会社との間の契約上の地位及びこれらに基づく権利義務に

ついては承継対象としないが、分割会社は、効力発生日の後、これら労働者について、承

継会社に期限付きで出向させる場合がある。尚、出向に関する条件は、別途分割会社と承

継会社で協議のうえ決定する。 

  



別紙2 分割会社の 終事業年度に係る計算書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９５期 
 

〔２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日まで〕 
 

 

 

 

事業報告及び計算書類 
 

・事業報告 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・株主資本等変動計算書 

・注記表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイロットインキ株式会社 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


